
内

閣

府
、
総

務

省
、
法

務

省
、

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第

号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命

令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月

日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

法
務
大
臣

平
口

洋

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之
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環
境
大
臣

石
原

宏
高

認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内

閣

府
、
総

務

省
、
法

務

省
、

認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第
一
号
）
の
一

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
紙
様
式
第
１
号
（
第
33条

第
１
項
関
係
）
 

別
紙
様
式
第
１
号
（
第
33条

第
１
項
関
係
）
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

年
 
度(

 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

あ
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で )

業
務
報
告
書
 年
 
 
月
 
 
日
 

殿
 

住
 
 
 
所
 

認
可
特
定
保
険
業
者
名
 

代
表

理
事

 
氏
 
名
 

 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 

月
 
 
日
ま
で
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を

次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

目
 

次
 

［
第
１
～
第
５
 
略
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

［
１
～
５
 
略
］
 

［
第
１
・
第
２
 
略
］
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
 

年
 
度(

 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

あ
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で )

業
務
報
告
書
 年
 
 
月
 
 
日
 

殿
 

住
 
 
 
所
 

認
可
特
定
保
険
業
者
名
 

代
表

理
事

 
氏
 
名
 

 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 

年
 

月
 
 
日
ま
で
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
 

次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

目
 

次
 

［
第
１
～
第
５
 
同
左
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

［
１
～
５
 
同
左
］
 

［
第
１
・
第
２
 
同
左
］
 

第
３
 
貸
借
対
照
表
 年

度
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
現
在
）
貸
借
対
照
表
 

（
認
可
特
定
保
険
業
者
）
 

（
単
位
：
千
円
）
 

科
 

 目
 

金
 
額
 

科
 

 目
 

金
 
額
 

（
資
産
の
部
）

 
（
負
債
の
部
）

 

［
略
］

 
［
略
］

 

そ
の
他
負
債

 

有
形
固
定
資
産

 
［
略
］

 

［
略
］
 

リ
ー
ス
負
債

 

使
用
権
資
産
 

［
略
］

 

［
略
］
 

［
略
］

 

無
形
固
定
資
産
 

第
３
 
［
同
左
］
 

年
度
（
 
 
年
 
 
月
 
 
日
現
在
）
貸
借
対
照
表
 

（
認
可
特
定
保
険
業
者
）
 

（
単
位
：
千
円
）
 

科
 

 目
 

金
 
額
 

科
 

 目
 

金
 
額
 

（
資
産
の
部
）

 
（
負
債
の
部
）

 

［
同
左
］

 
［
同
左
］

 

そ
の
他
負
債

 

有
形
固
定
資
産

 
［
同
左
］

 

［
同
左
］
 

リ
ー
ス
債
務

 

リ
ー
ス
資
産
 

［
同
左
］

 

［
同
左
］
 

［
同
左
］

 

無
形
固
定
資
産
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［
略
］
 

使
用
権
資
産

 

［
略
］
 

［
略
］

 
（
純
資
産
の
部
）

 

［
略
］

 

資
産

の
部

合
計

 
負

債
及

び
純

資
産

の
部

合
計

 

［
同
左
］
 

リ
ー
ス
資
産

 

［
同
左
］
 

［
同
左
］

 
（
純
資
産
の
部
）

 

［
同
左
］

 

資
産

の
部

合
計

 
負

債
及

び
純

資
産

の
部

合
計

 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

１
 
次
の
事
項
を
注
記
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
の
科
目
に
関
連
す
る
注
記
に
つ
い
て

 

は
、
そ
の
関
連
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。

 

⑴
［
略
］

⑵
次
に
掲
げ
る
会
計
方
針
に
関
す
る
事
項

［
①
～
⑤
 
略
］
 

［
削
る
。
］
 

⑥
・
⑦
 
［
略
］
 

［
⑶
・
⑷
 
略
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

１
 
［
同
左
］
 

⑴
［
同
左
］

⑵
［
同
左
］

［
①
～
⑤
 
同
左
］
 

⑥
リ
ー
ス
取
引
の
処
理
方
法

⑦
・
⑧
 
［
同
左
］
 

［
⑶
・
⑷
 
同
左
］
 

⑸
金
融
商
品
の
状
況
に
関
す
る
事
項
、
金
融
商
品
（
リ
ー
ス
負
債
を
除
く
。
）
の
時
価
等

に
関
す
る
事
項
及
び
金
融
商
品
（
リ
ー
ス
負
債
、
リ
ー
ス
債
権
及
び
リ
ー
ス
投
資
資
産

を
除
く
。
）
の
時
価
の
適
切
な
区
分
ご
と
の
内
訳
等
に
関
す
る
事
項
 

⑸
金
融
商
品
の
状
況
に
関
す
る
事
項
、
金
融
商
品
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項
及
び
金
融

商
品
の
時
価
の
適
切
な
区
分
ご
と
の
内
訳
等
に
関
す
る
事
項
 

⑹
次
に
掲
げ
る
賃
貸
等
不
動
産
に
関
す
る
事
項
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）

①
賃
貸
等
不
動
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項

②
賃
貸
等
不
動
産
の
時
価
に
関
す
る
事
項

賃
貸
等
不
動
産
が
、
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
不
動
産
で
あ
る
場

合
に
は
、
②
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
 

⑹
賃
貸
等
不
動
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
及
び
賃
貸
不
動
産
の
時
価
に
関
す
る
事
項

［
⑺
～
⑾
 
略
］
 

［
⑺
～
⑾
 
同
左
］
 

⑿
次
に
掲
げ
る
リ
ー
ス
に
関
す
る
事
項
（
重
要
性
の
乏
し
い
も
の
を
除
く
。
）

①
会
計
方
針
に
関
す
る
情
報

②
リ
ー
ス
特
有
の
取
引
に
関
す
る
情
報

③
当
該
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
以
降
の
リ
ー
ス
の
金
額
を
理
解
す
る
た
め
の
情

報

認
可
特
定
保
険
業
者
が
借
手
で
あ
る
場
合
は
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

⑿
リ
ー
ス
契
約
（
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
該
当
す
る
も
の
）
に
よ
り
使
用
す

る
重
要
な
有
形
固
定
資
産
及
び
無
形
固
定
資
産
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い
て
記
載
し
、
認
可
特
定
保
険
業
者
が
貸
手
で
あ
る
場
合
は
②
及
び
③
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
借
手
で
あ
る
認
可
特
定
保
険
業
者
が
当
該
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
・
リ
ー
ス
に
つ
い
て
資
産
及
び
負
債
を
計
上
す
る
会
計
処
理
を
行
っ
て
い
な
い

場
合
に
は
、
会
社
計
算
規
則
（
平
成

18
年
法
務
省
令
第

13
号
）
第

108
条
第
４
項

の
規
定
に
従
い
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
⒀
～
⒆
 
略
］
 

［
２
～
４
 
略
］
 

［
⒀
～
⒆
 
同
左
］
 

［
２
～
４
 
同
左
］
 

５
 
「
使
用
権
資
産
」
に
区
分
さ
れ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
「
有
形
固
定
資
産
」
に
属
す
る
 

各
科
目
（
｢使

用
権
資
産
｣ 及

び
 ｢建

設
仮
勘
定
｣ を

除
く
。
）
又
は
「
無
形
固
定
資
産
」

に
属
す
る
各
科
目
（
｢使

用
権
資
産
｣ を

除
く
。
）
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
「
リ
ー
ス
資
産
」
に
区
分
さ
れ
る
資
産
に
つ
い
て
は
、
「
有
形
固
定
資
産
」
に
属
す
る
 

各
科
目
（
｢リ

ー
ス
資
産
｣ 及

び
 ｢建

設
仮
勘
定
｣ を

除
く
。
）
又
は
「
無
形
固
定
資
産
」

に
属
す
る
各
科
目
（
｢リ

ー
ス
資
産
｣ を

除
く
。
）
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

［
６
～
12 

略
］
 

［
６
～
12 

同
左
］
 

第
４
 
損
益
計
算
書
 年
度(

 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

あ
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で )

損
益
計
算
書
 

（
認
可
特
定
保
険
業
者
）
 

［
表
略
］
 

第
４
 
［
同
左
］
 

年
度(

 
 
年
 
 
月
 
 
日
か
ら

あ
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で )

損
益
計
算
書
 

（
認
可
特
定
保
険
業
者
）
 

［
同
左
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

［
１
～
４
 
略
］
 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

［
１
～
４
 
同
左
］
 

５
 
次
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
、
損
益
計
算
書
に
お
い
て
区
分
し
て
表
示
し
、
又
は
他
の

科
目
に
含
め
て
表
示
す
る
こ
と
。
他
の
科
目
に
含
め
て
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
項
目
が
含
ま
れ
る
科
目
及
び
当
該
項
目
の
金
額
を
注
記
す
る
こ
と
。
 

⑴
 
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
係
る
販
売
損
益
（
売
上
高
か
ら
売
上
原
価
を
控
除
し
た

純
額
を
い
う
。
）
 

⑵
 
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
係
る
リ
ー
ス
債
権
及
び
リ
ー
ス
投
資
資
産
に
対
す
る
受

取
利
息
相
当
額
 

⑶
 
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
に
係
る
収
益
（
貸
手
の
リ
ー
ス
料
に
含
ま
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
 

［
加
え
る
。
］
 

６
 
リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用
に
つ
い
て
、
損
益
計
算
書
に
お
い
て
区
分
し
て
表
示
し
、

又
は
リ
ー
ス
負
債
に
係
る
利
息
費
用
が
含
ま
れ
る
科
目
及
び
当
該
利
息
費
用
の
金
額
を
注

記
す
る
こ
と
。
 

［
加
え
る
。
］
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７
 
［
略
］
 

５
 
［
同
左
］
 

第
５
 
［
略
］
 

第
５
 
［
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命
令
（
以
下
「
新
命
令
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第

一
号
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
（
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
保
険
業
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
報
告

書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
新
命

令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
年
度
に
係
る
業
務
報
告
書
に
初
め
て
新
命
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
リ
ー
ス
に
係

る
会
計
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
新
命
令
に
規
定
す
る
事
項
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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一

新
命
令
の
規
定
を
適
用
し
て
業
務
報
告
書
を
作
成
す
る
最
初
の
事
業
年
度
（
以
下
「
適
用
初
年
度
」
と
い
う
。
）
の
期

首
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ス
負
債
に
適
用
し
て
い
る
借
手
の
追
加
借
入
利
子
率
の
加
重
平
均

二

前
号
の
追
加
借
入
利
子
率
で
割
り
引
い
た
適
用
初
年
度
の
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
開
示
し
た
リ
ー
ス
（
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
を
除
く
。
）
の
未
経
過
リ
ー
ス
料
と
適
用
初
年
度
の
期
首
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ス

負
債
と
の
差
額
の
説
明
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